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第５回専門委員会（2019/3/20）での各委員からの主なご意見

○ 研修がポイントになる。その際、東京都の例が参考になる。他の研修で代替できるという点も非常に整理されており、議論の土台になる。
○ 個人のベビーシッターの質の担保を誰が保証するのか。研修への参加をどのようにして呼びかけ、促すのか。ベビーシッターの需要が大都
市部に集中している中、事業者が少ない又は存在しない地方のベビーシッターの研修の機会をどのように提供するのか。

○ ベビーシッターは自分ひとりで全部を判断しなければならないので、研修は極めて重要。受けたい人が研修を受けられる機会を提供する
こと、受けやすくする工夫が必要。

○ 子育て支援員の研修と居宅訪問型保育の研修は重なる部分もあるのではないか。全ての講義を受けなくても、免除などできないか。

○ ヨーロッパなどの例を見ても、幼児教育無償化は、次世代の健やかな育ちを支えるために行うものであり、量ではなく、質こそが重要。
○ 質をあげていくときに、現場で動いている現状、利用者が便益を受けている現状とあまり乖離しても適当ではない。
○ 長時間、毎日のように利用する場合、ベビーシッターが入れ替わるのは愛着関係や安定した生活という面でも問題ではないか。決まった
メンバーが連携をとりながら、保護者との信頼関係も結びながら保育することが重要。東京都の取組のように、決まった保育者でチームを
組んで保育するなどの工夫が必要。

○ 事業者も圧倒的に多く、取組も必要で、実際に取り組まれている東京都の取組が非常に参考になる。ただし、チーム保育については、
対応できる事業者は非常に限られるのではないか。

○ 認可の居宅訪問型保育の対象が原則３歳未満であり、認可外の居宅訪問型保育の基準も３歳未満児を想定しているように思える
が、実際には３歳以上児も小学校に通う児童も利用する。3歳未満に限る必要はない。また、兄弟利用についても整理が必要。

○ 通常、ベビーシッターは臨時的・一時的に利用されているが、無償化の対象になるということは、１日10時間なりの保育を毎日実施す
ることになるわけなので、通常のベビーシッターの預かりとは違うことに注意が必要。

○ 指導監督基準については、居宅訪問型保育の現在の基準は、施設型を少し変更したような内容であり、指導しづらい面がある。個人
宅、利用者の自宅への現地に行って見ることも難しい。

○ 散歩への同行や保護者の同意を得た上での自宅巡回などを、都道府県が市町村と連携して進めるということは可能か。
○ 法人の場合、特定のベビーシッターの保育実態を自宅巡回などで見て、法人の適否を判断することは適当ではないのではないか。
○ 個人利用では難しいが、公的な事業であれば、利用条件として、監査のために利用者の自宅に訪問することもありえるのではないか。

【総論】

【監査】

【研修】

○ 個人のベビーシッターの情報について、開示してもいいという人の情報開示であれば、今後は仕組みを考えられるのではないか。
○ 無償化の条件として個人のベビーシッターの情報を開示させることはあるかもしれないが、一般的に個人のベビーシッター全員に情報を
開示させるのは難しいのではないか。また、同意する者のみ開示ということも考え方の整理が必要ではないか。

【情報開示】


